
  



 

 



   

 

 

 

求職者支援訓練の受講者は、訓練期間中（訓練開始２ヶ月目以降）、支給単位期間終了後に毎月１回ハローワークへ

来所することになっています。この指定来所日の際に、職業訓練受講給付金の受給者は、訓練実施施設による受講証明を受け

た『職業訓練受講給付金支給申請書』を提出し、支給申請の手続きを行います。 

このため、訓練実施機関においては、受講者が職業訓練受講給付金支給申請書を持参した場合、対象の受講者の出欠状

況を申請書の裏面⑫～⑭欄に記載し、⑮欄を証明の上、受講者へ交付してください。（指定来所日に支給申請を行うことができ

ない場合はハローワークにご相談ください。） 

 

「求職者支援訓練等受講証明」の⑫欄のカレンダーに、⑨欄で記載した「支給申請の対象となる訓練期間」における受講者の

出欠状況を記載してください（鉛筆不可）。 

✿ 「＝」   職業訓練が行われなかった日（土日祝日等） 

✿ 出席した日は 記載なし 

✿ 「△」   職業訓練を一部のみ受講 

✿ 「×」   職業訓練を受けなかった日 

※上記、 「△」 職業訓練を一部のみ受講した日については、⑫欄に時限毎の出欠状況を記載、これに加え⑭欄の特記事項

欄に、当該欠席のあった日、時限、理由及び時間数（分単位）を記入してください。 

 
「職業訓練受講給付金支給申請書」の記載方法に関して不明な点がありましたら、労働局またはハローワークへお問い合わせください。 

 

 本人の病気やけがのため 

 天災等（暴風雨雪、列車遅延、交通事故など）のため 

 求人者の面接（採用試験を含む。）を受けるため 

 ハローワークが指示したセミナーなどを受講するため 

 各種国家試験、検定などの資格試験を受験するため 

 親族（※）の病気やけがの看護、介護をするため 

 本人や親族（※）の結婚のため 

 親族（※）の危篤、死亡または葬儀のため 

 配偶者、３親等以内の血族または姻族の法事のため 

 中学生以下の子どもの入学式または卒業式などに出席するため 

 求職者支援資金融資の手続きで労働金庫に行くため 

 公共職業訓練の受講者が指定来所日にハローワークに来所するため 

 雇用保険の説明会や失業認定日にハローワークに来所するため   など 

※ 「親族」とは、６親等以内の血族、配偶者および３親等以内の姻族を指します。 

 

★訓練実施機関が受講者に対して、支給に必要な欠席理由を証明する資料の確認をする必要はありません（受講者がハローワ

ークに対して証明書類を提出することになります。）。 

★給付金支給に係るトラブル防止のため、受講者が欠席等をする場合、事前に（やむを得ない場合は事後遅滞なく）欠席届・遅

刻・早退・欠課届により、訓練実施施設に届け出るようお願いします。 


